
京都市会だより第75号掲載（平成27年9月15日発行）

・京都市としての
意思を決める

・市民の皆さんの
要望を聞く

・市会の意見を
国に提出する

・市の仕事を
チェックする

議員と市⾧（首⾧）を市民が直接選挙で選ぶ仕組みは? （ヒント:「○○代表制」）
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二元代表制
です。
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